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資料 １ 

実証研究実施状況確認委員会設置要項 

 平成 26 年 10 月 27 日 役員会決定 

平成 26 年 11 月４日  一部改正 

（目的） 

第 1 豊橋技術科学大学が実施している「バイオマス・CO2・熱有効利用拠点の構築」プロジェ

クト（以下，「拠点構築プロジェクト」という。）において，外部者から特許権問題について

指摘を受けた（以下，「特許権問題」という。）。本学としては関係者から提供された鑑定書な

どからみて，指摘される問題はないと考えている。しかし，特許権問題について新聞報道が

なされていることから，本学において更に実施状況の確認を行うことによって，社会的説明

を行うことを目的として，実証研究実施状況確認委員会（以下，「委員会」という。）を設置

する。 

（組織） 

第 2 委員会は，次の各号に掲げる委員を持って構成する。 

(1) 学識経験者  若干名 

(2) 知財等法令を専門とする者 若干名 

(3) 学長が指名する本学教職員 若干名 

2 前項第１号及び第２号の委員は学外者とし，学長が委嘱する。 

（任期） 

第 3 委員の任期は，委嘱の日から最終報告の日までとし，必要に応じて延長することができ

る。 

（所掌） 

第 4 委員会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事項について実施状況の確認を行う。 

(1）拠点構築プロジェクトで使用している装置にかかる特許権問題について 

(2）拠点構築プロジェクトの全体研究計画と特許権問題との関係について 

(3）その他本件に関することについて 

2  委員会は，前項の事項に関し，報告書を作成し，学長に提出する。 

（委員長等） 

第 5 委員会に委員長を置く。 

2 委員会に副委員長を必要に応じて置くことができる。 

3 委員長は，委員の互選で選任し，副委員長は委員のうちから委員長が指名する。 

4 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 
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5 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第 6 委員会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。 

2 会議は，国立大学法人豊橋技術科学大学情報公開に関する開示・不開示等の審査基準（平成

16 年 4 月 1日制定）第３に規定する不開示情報を取り扱うため，原則として公開しない。た

だし，委員会が公開することが適当と判断した場合には，会議の全部又は一部を公開できる

ものとする。 

3 前項ただし書の規定は，委員長が委員の同意を得てこれを決定する。 

 

（有識者） 

第 7 委員会は，必要があると認めたときは，委員以外の専門的な知識を有する者（以下，「有

識者」という。）に対して意見を求めることができる。 

  

（守秘義務） 

第 8 委員及び有識者は，本件に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員の職を

退いた後も，また同様とする。 

  

（庶務） 

第 9 委員会の庶務は，総務課が関係各課と連携して行うものとする。 

  

（その他） 

第 10 この要項に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮

って定める。 

  

   附 則 

 この要項は，平成 26 年 10 月 27 日から施行する。 

 この要項は，平成 26 年 11 月４日から施行する。 

  

資料編　2



資料 ２ 

 

実証研究実施状況確認委員会   委員名簿 

 

 

区  分 所属・職名 氏  名 

学識経験者 
東京大学 大学院工学系研究科 

 附属水環境制御研究センター 教授 
古 米 弘 明

法令を専門とする

者 
大林法律事務所 弁護士 大 林 由 美

知財等法令を専門 

とする者 
特許業務法人ＳＡＮＳＵＩ国際特許事務所 弁理士 井 川 浩 文

学長が指名する 

本学教職員 
豊橋技術科学大学 環境・生命工学系 教授 角 田 範 義

学長が指名する 

本学教職員 

豊橋技術科学大学 学長特別補佐（産学連携担当） 

研究推進アドミニストレーションセンター副センタ

ー長 

原   邦 彦
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鑑定書
（特許第 30 8 9 5 4 3号の侵害に関する鑑定）

特許業務法人SANSU I国際特許事務所
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資料　５－１ 

科学技術戦略推進費に関する基本方針（平成23年５月13日総合科学技術会議） 

（抜粋） 

１．推進費の基本的考え方 

推進費は，総合科学技術会議が科学技術政策の司令塔機能を発揮し，各府省を牽引して自

ら策定した科学技術イノベーション政策を戦略的に推進するために不可欠な手段である。こ

のため，推進費は，総合科学技術会議が各府省の施策を俯瞰し，それを踏まえて立案する政

策を実施するために必要な施策に活用する。 

５．推進費の成果の活用 

総合科学技術会議は，推進費の実施で得られた政策誘導等の効果に関する知見を新たな科

学技術イノベーション政策の立案・推進等に活用する。 

各府省は，推進費の実施で得られた施策の効果に関する知見を個別施策・制度の改善等に

活用する。 

推進費によるプロジェクトに参画した者は，成果の具体的な内容を国民に分かりやすく説

明する。 

※下線は，委員会が付したものである。 
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資料　５－２ 

平成23年度の科学技術戦略推進費の実施方針（新規プロジェクト実施分等） 

（平成23年５月31日総合科学技術会議） 

（抜粋） 

１ 社会システム改革と研究開発の一体的推進プログラム 

(１)目的 

革新的技術を開発し，ひいては新産業を創造していくためには，研究開発とその成果の

実利用・普及段階で障害となる社会システムの転換とを一体的に推進する必要がある。こ

のため，「研究開発」と「社会システムの転換」との連携・調整によりイノベーションを

創出するためのプログラムを府省連携の下に実施する。 

○ サブプログラム「気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システムの改革プロ

グラム」

① 目的

気候変動のリスクを最小限に抑えた低炭素社会を目指すため，緩和技術と適応技術の双

方を活用して温室効果ガスを削減するとともに，気候変動の影響に適応する都市・地域を

形成する。 

このため，大学や地方公共団体，民間企業等で構成されるチームにおいて，気候変動の

緩和策や適応策実施の基礎となる要素技術を開発し，それらを社会で組み合わせて統合

化・実用化するとともに，気候変動に対応した新たな社会を先取りした都市・地域を形成

するための社会システム改革を行う。 

② 達成目標

気候変動の適応策や緩和策の実施の基礎となる要素技術を開発・応用し，それらを組み

合わせて社会システムの中で地方共同体の参画のもと実証実験を行う。また，その実証実

験から規制等の制度的隘路を明確化し，その克服策として特区や規制緩和等の対策を検討，

実行することによって，社会システム改革を推進する。 

※下線は，委員会が付したものである。 
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資料　５－３ 

「気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システムの改革プログラム」 

公募要領（抜粋） 

１目的 

気候変動のリスクを最小限に抑え低炭素社会を目指すためには，緩和技術と適応技術（以下

「気候変動対策技術」という。）の双方を活用することが重要であり，温室効果ガスの排出を

抑制する緩和策に加えて，それだけでは避けきれない水循環や緑環境等における気候変動の影

響に対処する適応策が求められている。 

このため，「気候変動に適応した新たな社会の創出に向けた技術開発の方向性（最終取りま

とめ）」（総合科学技術会議気候変動適応型社会の実現に向けた技術開発の方向性立案のため

のタスクフォース1）に基づき，気候変動に対応した新たな社会（低炭素社会）を先取りした都

市・地域を形成するための社会システム改革を行う。 

本プログラムは，気候変動の緩和・適応策（以下「気候変動対策」という。）実施の基礎と

なる要素技術とシステムの開発，それらの総合化・実用化の実施，並びに規制等の制度的隘路

が明確化され，またそれを踏まえた社会システムの改革を伴うものとする。 

※下線は，委員会が付したものである。 
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資料　５－４ 

平成23年度 科学技術戦略推進費「気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システ

ムの改革プログラム」の大門教授の申請書(抜粋) 

【研究目的】 

下水処理場において，下水汚泥およびバイオマス（産業および一般廃棄物）を混合処理する

ことにより，高品位肥料・液肥・バイオガスを製造する。さらに，バイオガスにより発電を行

い，その際に発生するＣＯ₂と熱を，システム全体および隣接する植物工場と海藻工場に利用す

る。このように，本プロジェクトでは，各要素技術を複合化し，持続性の高い自然エネルギー

を効率的に利用する（トリジェネレーション）社会実証試験を行い，気候変動対策（ＣＯ２排

出量の削減）の精度・その事業性を検討し，規制等の制度的隘路（各省庁・自治体間を跨ぐ廃

棄物行政）の改革を目的とする。 

【研究概要】 

自治体を跨ぐ広域を対象としている下水処理場を，実証実験のフィールドとして，下水汚泥

に加え事業系および家庭系一般廃棄物・産業廃棄物やバイオマスから，高品位肥料およびバイ

オガスを生産する。バイオガスの精製の際に得られるＣＯ２は海藻工場の炭素源として利用し，

バイオガスから発電をした際に得られる熱は場内で利用，ＣＯ２は植物工場の炭素源として利

用する。このようにバイオマス・ＣＯ２・熱を有効利用する低炭素型資源循環拠点を形成し，

気候変動対策の方策の一つとしての実証実験を行う。経済性を含めた効果を検証することによ

り，それに付随する様々な規制等の制度的隘路の克服を目指し，社会システム改革の具体像を

実証する。 

【技術開発内容】 

気候変動対策として，温室効果ガスの排出量の低減・積極的なＣＯ２有効活用・エネルギーを

最大限に利用（トリジェネレーション）・小規模分散型電源の確保が行える複合システムを構

築し，社会的実証を行う。さらに，国内自給力を高めるため，食物生産および高品位肥料の製

造を目指す。各要素技術は，それぞれの分野で既に検討がなされているが，本プロジェクトで

は，その複合システムを構築し，総合的な効率の向上に取り組む。各省庁・自治体を跨ぐこの

取り組みは，他との類似性は低く新規性・有効性・実用性に富むものであり，大学が中心とな

り文部科学省のプロジェクトとして取り扱う最適なものとなる。 

※下線は，委員会が付したものである。 
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（中間評価） 

バイオマス・ＣＯ２・熱有効利用拠点の形成 

実施機関：豊橋技術科学大学（総括責任者：榊 佳之） 

実施期間：平成 23～27年度 

プロジェクトの概要 

自治体を跨ぐ広域下水処理場をフィールドとして、下水汚泥およびバイオマス（産業廃棄物お

よび一般廃棄物）を混合処理することにより、高品位肥料・液肥・バイオガスを製造する実証実

験を行う。さらに、バイオガスによる発電を行い、その際に発生するＣＯ２と熱を、システム全体

および隣接する植物工場と海藻工場における食品生産に利用する。このように、各要素技術を複

合化し、持続性の高い再生可能エネルギーを効率的に利用する（トリジェネレーション）低炭素

型資源循環拠点を形成して社会実証試験を行い、気候変動対策（ＣＯ２排出量の削減）の精度とそ

の事業性（処理費軽減効果）を検証するとともに、規制等の制度的隘路（各省庁・自治体間を跨

ぐ廃棄物行政）の改革を目的とする。 

（１） 評価結果 

総合評価 進捗状況 
研究プロジェ

クトの有効性 

実施体制等の

有効性 

継続性・発展性の

見通し 

A a b a b 

総合評価：A（所期の計画と同等の取組が行われている） 

（２） 評価コメント 

 愛知県、周辺市町村及び関連企業との緊密な連携のもとに、豊川浄化センターを中心として

循環型下水処理、廃棄物処理から高品位肥料・液肥、バイオガス、野菜・海草の生産に至る複

合的な資源循環システムの事業化に向けた取組が、全体としてほぼ計画通りに進められている。

また、低炭素型資源循環システムの構築だけでなく、これらの取組を地域の活性化を図るため

の環境観光資源として活用するという試みは評価できる。しかしながら、個別の観点からは汚

泥処理における水熱処理の必要性・効率性、ＣＯ２、熱、バイオマスを利用する植物工場でのト

マト生産及び海藻工場での海藻生産等の事業性の検討等各要素技術に関して課題が残るととも

に、本システム全体としてのエネルギー、ＣＯ２、費用の収支の見積りが不十分である。今後こ

れらの改善に取り組み、要素技術の改良と共にシステム全体としての低炭素化、効率化を図り、

所期の目的を達成することを期待する。 

・進捗状況：各種の設備の設置が終わり、予備実験も計画通りに進捗していることから、所期

の目標に達していると評価できる。今後は、植物工場や海藻工場が事業として成立できるよう、

製品の安全性や品質、経済性など総合的な視点での評価に基づく実証実験の推進を期待する。 

・研究プロジェクトの有効性：下水汚泥の活用、食品生産等を組み合わせたゼロエミッション

システムを目指している点は評価できるが、例えば、水熱処理を用いるとエネルギーの使用量

が増加するなどの例もあるので、今後、各要素技術およびシステム全体を通して、エネルギー、

ＣＯ２、費用の収支を正確に見積もり、プロジェクトを推進する必要がある。 
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・実施体制等の有効性：愛知県および市町村と連携し、一般の市民もまきこんだ取組になって

いる。また、各参画者の実施内容は明確にされており、適切に運営されていることから、実施

体制は有効に機能していると評価できる。市民部会が組織化され、生ごみの分別のあり方など

の検討が開始されているが、生ごみ処理をこのシステムに組み込むことは、運用の経済的改善

と社会への還元において不可欠であり、その成果を期待する。 

・継続性・発展性の見通し：「制度的隘路」を克服するための方策に関して具体像を検討する必

要がある。また、下水汚泥中の重金属の含有量などは地域によって条件が異なるため、地域の

特性を明確にするとともに、他の地域にどのように普及を図るかについては、課題を明確にし

て取り組む必要がある。 
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資料　６－１ 

豊橋技術科学大学における研究者の行動規範 

（平成 19年３月 22日制定） 

豊橋技術科学大学は，技術を科学で裏付け，新たな技術を開発する学問，“技術科学”の教育・

研究を使命として，豊かな人間性と国際的視野および自然と共生する心を持つ実践的創造的かつ指

導的技術者を育成するとともに，次の時代を拓く先端的技術の研究を行うことを基本理念としてい

る。この基本理念を踏まえ，大学院に重点を置き，透徹した物を見る眼，繊細で温かみのある感性，

多元的な思考能力，グローバルな視野を培う教育を推進し，技術科学の新しい地平を切り拓くこと

を目指して研究に取り組んできた。 

今後も，既存の学問領域に加え，融合領域や社会的要請の強い課題にも積極的に取り組み，世界

を視野に独創的かつ先駆的な先端的技術の研究を展開するため，研究環境の整備と構成員の自律性

と自発性に加え強い倫理観に基づく研究活動を最大限尊重し，展開していくこととしている。 

近年，知をめぐる環境の大きな変化とともに，激しい競争の中で，データの捏造・改ざんなどの

研究上の不正行為が国内外の研究機関で生じて，社会問題化するに至っている。また，不正行為と

までいえなくとも知的誠実さを妥協させて目先の業績を優先させる誘惑が常に存在している。しか

し，そうした不正行為や知的不誠実さは，研究者や研究機関への社会の信頼を裏切り，学術研究の

発展を著しく阻害するものである。 

豊橋技術科学大学は，こうした状況を鑑み，本学の学術研究の信頼性及び公正性の確保を目的と

して，本学において“技術科学の研究活動に携わるすべての者”（以下「研究者」という。）が研

究を遂行する上で求められる行動規範を次のとおり定める。 

（研究者の責任） 

１ 研究者は，自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し，さらに自らの専門知識，

技術，経験を活かして，人類の健康と福祉，社会の安全と安寧，そして地球環境の持続性に貢献す

るという責任を有する。 

（研究者の行動） 

２ 研究者は，科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し，常に正直，誠実

に判断し，行動する。また，科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を，科学的に示す

最善の努力をすると共に，研究者コミュニティ，特に自らの専門領域における研究者相互の評価に

積極的に参加する｡ 

（自己の研鑽） 

３ 研究者は自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めると共に，科学技術と社会・自然環境の

関係を広い視野から理解し，常に最善の判断と姿勢を示すように弛まず努力する。 

（説明と公開） 
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４ 研究者は，自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し，その研究が人間，社会，

環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し，その結果を中立性・客観性をもって公表すると

共に，社会との建設的な対話を築くように努める。 

（研究活動） 

５ 研究者は，自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において，本規範の趣旨に沿

って誠実に行動する。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し，ねつ造，改ざん，盗

用などの不正行為を為さず，また加担しない。 

（研究環境の整備） 

６ 研究者は，責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの

重要な責務であることを自覚し，研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に

積極的に取り組む。また，これを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努める。 

（法令の遵守） 

７ 研究者は，研究の実施，研究費の使用等にあたっては法令や関係規則を遵守する。 

（研究対象などへの配慮） 

８ 研究者は，研究への協力者の人格，人権を尊重し，福利に配慮する。特に，ヒトや動物を対象と

した研究においては生命倫理と動物愛護の観点を最大限に尊重する。 

（他者との関係） 

９ 研究者は，他者の成果を適切に批判すると同時に，自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け，

誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し，名誉や知的財産権を尊重

する。 

（差別の排除） 

10 研究者は，研究・教育・学会活動において，人種，性，地位，思想・宗教などによって個人を差

別せず，科学的方法に基づき公平に対応して，個人の自由と人格を尊重する。 

（利益相反） 

11 研究者は，自らの研究，審査，評価，判断などにおいて，個人と組織，あるいは異なる組織間の

利益の衝突に十分に注意を払い，公共性に配慮しつつ適切に対応する。 
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資料　６－２ 

国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領 

（平成 16年４月１日制定） 

（目的） 

第１条 この要領は，国立大学法人豊橋技術科学大学（以下「本法人」という。）への現金，有価証券

の寄附の受入基準等に関する必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領における寄附金とは，本法人の業務の実施を財政的に支援するものであり，その反

対給付を求めることなく本法人に給付する現金及び有価証券をいう。 

（受入基準等） 

第３条 本法人は，寄附金が国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 22 条第１項に定める業務

のいずれかに資するものであるときは，その寄附金を受け入れることができる。 

２ 前項に該当する場合であっても，寄附金に次の各号に掲げる条件が付されている場合は，その寄

附金を受け入れることができない。ただし，教授会において審議し，承認を得た場合はこの限りで

はない。 

（１）寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。 

（２）寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲渡し，又は使用させるこ

と。 

（３）寄附金の使用について，寄附者が会計検査を行うこととされていること。 

（４）寄附申込後，寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。 

（５）寄附金を受入れることにより財政負担が伴うもの。 

（６）その他学長が特に本法人の業務遂行上支障があると認めるもの。 

３ 本法人の職員が，寄附を受けたときにおいて，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該職員

が改めて，本法人に寄附しなければならない。 

（１）当該職員の職務上の教育，研究を援助しようとするもの 

（２）当該寄附金をもって本法人の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようと

するもの 

（寄附金に付すことのできる条件） 

第４条 寄附金を本法人に寄附しようとする者（以下「寄附者」という。）は，次に掲げる条件を寄附

金に付すことができる。 

（１）貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。 

（２）学術研究を指定すること。 

（３）寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。 

（４）寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。 

（５）寄附目的が完了したときは，使用残額は返還すること。 

（寄附金の申込み等） 

第５条 寄附金を受入れようとするときは，当該職員の所属する系長，総合教育院長，研究所の長又

は共同利用教育研究施設の長は，寄附金受入申請書（別紙第１号様式，以下「申請書」という。）に

より，学長に申請するものとする。 

２ 前項の申請書には，次の事項を記載した寄附者からの文書（以下「寄附金申込書」という。）を添

付するものとする。なお，助成財団からの寄附金を受入れる場合は，当該寄附金に係る採択通知書

等を添付することで，寄附金申込書に代えることができるものとする。 
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（１）寄附金額（有価証券にあっては，証券名，額面金額及び時価） 

（２）寄附の目的及び条件 

（３）寄附者の名称，主たる事務所の所在地及び代表者名（個人にあっては，氏名及び住所） 

（４）寄附金に名称がある場合は，その名称 

（５）その他参考となる事項 

３ 学長は，系長，総合教育院長，研究所の長又は共同利用教育研究施設の長から申請書の提出があ

ったときは，前条の基準によりその内容を確認し，支障がないと認められるときは，必要な手続き

を経た上，受入れの決定を行うものとする。 

４ 学長は，前項の受入れの決定を行ったときは，寄附金受入通知書（別紙第２号様式）により出納

役にその旨通知するものとする。 

（礼状等の送付） 

第６条 学長は，前条により寄附金の受入れの決定を行ったときは，速やかに寄附者に対し礼状（別

紙第３号様式）を送付するものとする。 

（寄附金の納入） 

第７条 出納役は，納入依頼書を寄附者に送付するものとする。 

２ 学長は，職員があらかじめ寄附金として受領し，預貯金した場合は，承認額にその利息を加えて

納入するものとし，収入報告書に利息計算書等利息が明らかとなるものを添付するものとする。 

（寄附金の使途の特定） 

第８条 寄附者から使途が特定されない寄附金を受け入れるときにおいて，学長は，その使用に先立

ち，あらかじめ計画的にその使途の特定を行うものとする。 

（寄附金の使途） 

第９条 寄附金は定められた使途に従って使用しなければならない。ただし，当該使途に使用できな

いこととなった場合においては，学長の承認を得て，他の奨学の使途に使用し又は他の国立大学法

人等に移し換えることができる。 

（寄附の要請） 

第 10 条 本法人は，第３条の基準によるほか，次に掲げる基準を満たすことを条件に，本法人以外の

者に対して本法人への寄附を要請することができる。 

（１）寄附は寄附者の自発的意志によるものであること。 

（２）寄附金額は，任意の額であること。 

（３）募集要項等において，その目的，趣旨及び寄附自体の任意性，寄附金額の任意性が明らかにな

っていること。 

（適用除外） 

第 11 条 本法人は，次の各号のいずれかに該当するときは，この規程の一部を申込者に対して適用し

ないことができる。 

（１）寄附金が，政府関係機関又は地方公共団体からの寄附である場合 

（２）その他，学長が特別な事情があると認めた場合 

（実施細目） 

第 12 条 学長は，この要領に定めるもののほか，第 10 条に規定する寄附の要請の実施にあたり必要

な事項について別に細目を定めることができる。 

附 記 

（省略） 
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